
著
作
者
人
格
権
に
関
す
る

l
l
l
法
制
比
較
の
試
み

(
そ
の
一
一
一
)

ー
、
は
じ
め
に

E
、
ベ
ル
ヌ
条
約
に
お
け
る
「
著
作
者
人
格
権
」

L

ロ
1
マ
改
正
会
議
で
の
イ
タ
リ
ア
提
案

之
ブ
ラ
ッ
セ
ル
改
正
会
議
以
降
の
規
定

E
、
諸
問
の
法
制
に
み
る
「
著
作
者
人
格
権
」

L

「
著
作
者
人
格
権
」
の
偶
数
と
地
域
分
布

つ
い
公
表
権
を
軸
と
し
た
比
較

。
ょ
氏
名
表
示
権
を
勅
と
し
た
比
較
(
以
ヒ
筑
波
法
政
第

A

二
一
号
)

ι
同
‘
性
保
持
権
を
紬
と
し
た
比
較

ー
そ
の
他
の
比
較
(
以
上
筑
波
法
政
第
一
一
六
号
)

w、
「
著
作
者
人
格
権
」
へ
の
制
限
等

L

各
「
著
作
者
人
格
権
」
と
例
外
・
制
限
規
定

例
外
・
制
限
規
定
の
比
較

制
限
規
定
の
恭
準
等

3. 2. 著
作
者
人
格
権
に
関
す
る
一
考
察
(
そ
の
一
一
一
)
(
戸
波
)

考
察

戸

?皮

代

美

即
日
「
著
作
者
人
格
権
」
へ
の
制
限
等

前
稿
ま
で
は
、
諸
国
の
法
制
に
み
る
「
著
作
者
人
格
権
」
に
つ
い
て
、

「
著
作
者
人
格
権
」
の
個
数
と
地
域
分
布
、
公
表
権
の
執
、
氏
名
孝
一
小

権
の
輔
、
尚
一
性
保
持
権
の
輸
に
基
づ
く
比
較
、
そ
の
他
の
比
較
を
試

み
た
。「

ベ
ル
ヌ
条
約
創
設
時
に
定
め
ら
れ
た
『
著
作
者
人
格
権
」
に
比
べ
、

今
日
の
「
著
作
者
人
格
権
』
は
ど
の
よ
う
な
内
容
を
定
め
て
い
る
で
あ

ろ
う
か
」
、
「
十
日
く
か
ら
法
制
に
『
著
作
者
人
格
権
』
を
定
め
て
い
る
諸

問
は
、
状
出
の
変
化
に
ど
の
よ
う
に
対
応
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
」
、
「
大

陸
法
系
諸
問
と
英
米
法
系
諸
問
と
の
間
に
あ
る
と
さ
れ
る
断
層
は
、
断

層
の
ま
ま
あ
り
続
け
る
の
で
あ
ろ
う
か
」
等
の
問
題
点
以
識
を
も
と
に
、

こ
れ
ま
で
諸
国
の
「
著
作
者
人
格
権
」
を
比
較
し
て
き
た
。
し
か
し
、

諸
闘
の
法
制
の
な
か
に
は
、
「
著
作
品
引
人
格
権
」
を
高
ら
か
に
定
義
づ

け
る
一
カ
で
、
著
作
物
へ
の
著
し
い
例
外
・
制
限
規
定
を
定
め
る
諸
問



筑
波
法
政
第
二
十
八
号
(
一
一

0
0
0
)

も
あ
る
。
本
稿
で
は
、
「
著
作
者
人
格
権
」
の
輪
郭
を
よ
り
明
確
に
す

る
た
め
に
、
「
著
作
者
人
格
機
」
の
限
界
を
幽
す
る
と
み
ら
れ
る
、
こ

の
例
外
・
制
限
規
定
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
。

(表
1
)
(
表
2
)
(表
3
)
(
表
4
)
は
、
各
「
著
作
者
人
格
権
」

と
例
外
・
制
限
規
定
、
例
外
規
定
等
の
比
較
、
制
限
規
定
の
比
較
、
制

限
規
定
の
基
準
等
の
比
較
を
、
限
表
化
し
た
も
の
で
あ
る
。

以
下
で
は
、
こ
れ
ら
を
参
考
に
、
「
著
作
者
人
格
権
」
の
例
外
・
制

限
規
定
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
な
お
、
制
限
規
定
に

つ
い
て
は
、
制
限
規
定
で
あ
る
こ
と
を
明
記
し
て
い
る
も
の
を
主
に
対

象
と
し
、
そ
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
除
外
す
る
こ
と

に
し
た
。

文
中
で
は
、
次
の
よ
う
な
略
号
を
用
い
て
い
る
。

(
公
)
一
公
表
権
(
氏
)
一
氏
名
表
示
権
(
向
)
一
同
一
性
保
持
機

(
修
)
一
修
正
権
(
撤
)
一
撤
回
権
(
ア
)
い
ア
ク
セ
ス
権

(
廃
)
一
廃
棄
通
知
受
理
権
(
名
)
一
名
誉
権

(
そ
ご
そ
の
他
の
権
利

L

各
「
著
作
者
人
絡
権
」
と
例
外
・
制
限
規
定

(表
1
)
は
、
各
「
著
作
者
人
格
権
」
と
例
外
・
制
限
規
定
と
の
関
係
、

地
域
分
布
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。

O
印
は
権
利
が
定
め
ら
れ
て
い
る

こ
と
を
、
-
印
は
例
外
・
制
限
規
定
を
定
め
る
条
文
が
あ
る
こ
と
を
記

し
て
い
る
。

一
一
二
四

ー
同
一
性
保
持
権
に
多
く
定
め
ら
れ
て
い
る
例
外
・
制
限
規
定

問
一
性
保
持
権
が
、
も
っ
と
も
多
く
の
例
外
・
制
限
規
定
を
定
め
て

い
る
こ
と
は
(
表
1
)
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
例
外
・
制
限
規
定
を
定

め
る
諸
問
は
、
同
一
性
保
持
権
を
定
め
る
一
二
三
か
関
の
う
ち
二
八
か
悶

(
八
四
・
八
%
)
に
も
及
ん
で
い
る
。

i
氏
名
表
示
権
尊
重
の
傾
向

こ
れ
に
対
し
、
例
外
・
制
限
規
定
の
比
較
的
少
な
い
「
著
作
者
人
格

権
」
は
、
氏
名
表
一
不
様
で
あ
る
。
特
に
、
中
国
に
つ
い
て
は
、
氏
名
表

示
権
を
尊
重
す
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
-
著
作
者

は
、
映
閥
、
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
又
は
ビ
デ
オ
の
著
作
物
と
一
部
の
職
務
著

作
物
に
つ
い
て
は
、
氏
名
表
示
権
の
み
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
、
他

の
「
著
作
者
人
格
権
」
は
、
「
製
作
者
」
(
映
瞬
、
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
又
は

ビ
デ
オ
の
著
作
物
一
五
条
)
あ
る
い
は
「
法
人
又
は
法
人
絡
を
有
し
な

い
団
体
」
(
職
務
著
作
物
一
六
条
二
)
に
属
す
る
と
い
う
規
定
が
、
そ

の
こ
と
を
示
す
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
氏
名
表
示
権
は
主
張
で

き
る
が
、
他
の
「
著
作
者
人
格
権
」
は
主
張
で
き
な
い
と
す
る
規
定
の

仕
方
は
、
他
の
諸
国
に
は
み
ら
れ
な
い
例
で
あ
り
、
中
国
の
文
化
的
土

壊
が
示
唆
さ
れ
る
、
興
味
深
い
内
容
で
あ
る
。

(
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
フ
ラ
ン
ス
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
、
ス
ペ
イ
ン
、
ス
ロ
ヴ
エ

ニ
ア
等
の
定
め
る
集
合
著
作
物
の
規
定
は
、
通
常
は
、
そ
の
名
の
も
と

に
公
表
さ
れ
る
自
然
人
又
は
法
人
に
著
作
者
の
権
利
が
帰
属
す
る
と
さ
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筑
波
法
政
第
二
十
八
日
す
(
二

0
0
0
)

れ
、
著
作
者
の
公
表
権
、
氏
名
表
示
機
、
同
一
一
性
保
持
機
等
を
制
限
す

る
と
解
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
集
合
著
作
物
の
概
念
は
国
に
よ
っ
て

必
ず
し
も
同
じ
で
は
な
く
、
本
稿
で
は
解
釈
上
の
制
限
規
定
は
検
討
か

ら
外
し
た
の
で
、
こ
の
規
定
に
つ
い
て
は
言
及
し
て
い
な
い
)

乙
例
外
・
制
限
規
定
の
比
較

(表
2
)
は
諮
問
の
例
外
規
定
等
を
、
(
表
3
)
は
諸
国
の
制
限
規
定

を
比
絞
し
た
表
で
あ
る
。

i

多
く
の
著
作
物
を
保
護
の
対
象
か
ら
外
す
ア
メ
リ
カ
と
イ
ギ
リ
ス

ア
メ
リ
カ
と
イ
ギ
リ
ス
が
、
例
外
規
定
等
(
保
護
の
対
象
や
保
護
さ

れ
る
主
体
を
限
定
す
る
規
定
を
含
む
)
を
用
い
、
他
の
諸
問
に
比
べ
、

著
し
い
数
の
著
作
物
を
保
護
の
対
象
か
ら
外
し
て
い
る
こ
と
は
、
(
表

2
)
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
は
、
ま
ず
、
保
護
の
対
象
を
秘
め
て
狭
く
限
定
し
、
一
史
に

そ
の
例
外
を
定
め
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
規
定
の
仕
方
は
、
①
教
育
出

版
社
を
は
じ
め
と
す
る
大
手
の
利
用
者
団
体
の
も
つ
、
表
作
者
人
格
権

の
主
総
へ
の
恐
れ
を
宥
め
、
①
法
律
の
適
用
を
、
大
島
県
製
品
で
は
な
く

「
芸
術
作
品
」

(
C
E
S
Z
え
メ
ユ
ョ
)
に
限
定
す
る
目
的
を
達
成
し
よ

う
と
し
た
試
み
を
表
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。
特
に
、
保
護
の
対
象
を

一一

O
O部
以
下
の
限
定
版
に
絞
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
法
律
は
著
作

権
法
の
意
味
す
る
無
体
物
で
あ
る
著
作
物
を
保
護
し
て
い
る
の
で
は
な

一
一
二
ム
ハ

く
、
立
法
者
は
著
作
物
が
具
体
化
さ
れ
た
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
保
護
を
重

視
し
た
、
と
解
さ
れ
て
い
る
。

イ
ギ
リ
ス
の
移
し
い
例
外
規
定
も
、
厳
し
く
批
判
さ
れ
て
い
る
c

「他

の
英
米
法
系
諸
国
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
例
に
従
う
べ
き
で
は
な
い
」
と
も

指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
、
現
行
務
作
権
法
の
立
法
過
税
に
お
け

る
議
会
の
議
論
で
は
、
立
訟
者
の
関
心
は
著
作
者
の
利
益
を
認
め
、
実

現
す
る
こ
と
よ
り
も
、
ま
ず
利
用
有
国
体
の
利
益
を
著
作
者
人
格
権
に

奪
わ
れ
る
こ
と
か
ら
守
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
推

A

策
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
と
イ
ギ
リ
ス
は
、
利
用
者
団
体
の
一
任
力
の

も
と
に
、
数
多
く
の
著
作
物
を
保
護
の
対
象
か
ら
外
し
、
結
果
と
し
て
、

阿
国
の
「
箸
作
者
人
格
機
」
の
保
護
の
及
ぶ
範
閥
を
、
実
際
に
は
板
め

て
狭
い
も
の
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

i
撤
回
権
に
多
く
定
め
ら
れ
て
い
る
例
外
規
定
等

(表

2
)
は
ま
た
、
ア
メ
リ
カ
、
イ
ギ
リ
ス
以
外
の
諮
問
は
、
例
外

規
定
等
を
撤
回
権
に
多
く
定
め
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
例
外
の

対
象
と
な
る
著
作
物
に
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
プ
ロ
グ
ラ
ム
(
フ
ラ
ン

ス
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
、
ス
ロ
ヴ
エ
ニ
ア
)
、
税
聴
覚
著
作
物
(
ポ
ー
ラ
ン

ド
、
ス
ロ
ヴ
ェ
ニ
ア
)
、
職
務
著
作
物
(
ロ
シ
ア
)
、
建
築
物
(
ポ
ー
ラ

ン
ド
)
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
(
ス
ロ
ヴ
ェ
ニ
ア
)
等
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

保
護
の
対
象
か
ら
は
、
主
に
、
実
用
を
目
的
と
す
る
著
作
物
が
、
外
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。



著
作
者
人
格
権
に
関
す
る
一
考
祭
(
そ
の

表 2 例外規定等の比較
例 外 規 定 等 : 保獲の対象や保護される主体を1浪定する規定等も i苛むu

・各「持作者人絡権jを，1己す記号・公表権* 氏名表iJ'綴箇 JiiJ 竹保持機・

修IE権・ t故|υl停¥+ アクセス権.... 

!発楽i!!i:ili'主:鰹権・ 1'd手 権 . その他の権手IJ，.-
・その他の梅干IJ ある絡の写点及びi決l曲iの非公問機(イギリス入手11m許諾権(ベトナ

ム)

・問名の順は.権利f間数と地域性にまづいている。

・アメリカについては，祝j¥f:芸術家{架設'法 (VisualArtists' Rights Act of 1990) を

比較の対象としている。

一) 

一一JEI 名 例外規定等を定める権利 規定の l勾谷

アメリカ i!'UHω、航邑ノ{，;J 判保持続.1 (Visuol Artists. Rights Ad ofl990 (VARA) 1.よ0)1単
波) [1;~ ，:盤的対象。〉限定]純tt:~'::術的 J再利物{絵 l紙本

11ti.間'i'1山1.llJj却'1. もっ{よら主:4;J~ を 11 (f;として製刊さオlた

スチー，cり兵器;~(皐/事れ叶の必~;-.過し砕サ'd、iされた

2山、剖;，~卜のも (1)\ 101虫色11)

{例外制定的対象]I (i)ポスト 地凶地球儀海附技州!札

ひな ~~t 1.ι;lIj)O術，映[llijそ的f由の悦制覚ldi物 ;'.f，N.維持. *，elltJ， "~J自'J I'IJ1i物，データベース. '1;'1 

情銀サーピス. \'~ rlil版止はまm~<7l1il 1版物
{ii } )j~?i<Ö: {t_;，IIlI\1 f ，正は 11~ ~1;，. Wi必促進.記述，カパー

れしくは包，}~JIJの材料止は布部
(iii) ( i)又は (II)に拘げるM，Hの部分

101 ~長(21(/\)

戦務 1"-"))寺町一物 1川長印刷)

プp ナ ダ

オーストラリア (J~r，J.くが権・11'0>) 竹保持権.' [1札i曹のけ象の!H!jt](映両への"庄がない)

" 
190-'~'192，~ 

シ/ガポール (!¥;t:'，-lf:>J、権回Il'iiJ 刊 1~J!í椴.1 (!，:，<t<7lH象的限定1(砂川1Iへ的。 j'&がない)
1附 -.1開条

マレーンア

f ン ド

タ イ

，;1アワリカ

十イジ ;T: I)γ 

アンドラ

オ ラ ン ダ

イキリス {氏名k.，'総贋) [例外規定の対象l
コンピュータ プログラム，コンピュ タ4成の詩作物，

タイプフェイスの;'JJ:li(.職務持ii'物.録iT物.映jlUj，紋

i追又は11線帯創iによる川'れのがf'!の械逃を 11的とした公

'IE干IJJIJ. 美術の'Jj:作物.録n物，映it1ii，政i革または有線

cfl'i調iにおける宇野仇物的j.J閥的帰人. ，試験問題.議会止び

主主j'IJH止. 1命令畳0"且びIJ，定的，J司脊， な11'1文，守とひな

明のN!JlI.美術円前作物か句派't した立 I/{の千IJJIJ 内幼~.
無?，dとは変名の再刊物{特f1ii悼の消滅瓦は幸町抗告の死亡

につし、ての推定に)，_づいて治される-1J' 1..~). Il.f・)Jの JI門
を特1j邑寸る 11(1';として刊成されるいずれの持11'物.新i批
純正，')(1ま背1似の"ii::摺i刊行物. (Î利 'J'i~. 古字書.年鑑その
他の参!KUIJの集合手f作物， I司iのJ時f'Hfr.:又は議会の前f'f.
維が1I統一する再!1物，制際機関に削減していた 1'H十物

79条

(
戸
波

戸七
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0
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[1"1外脱犯のM説l
(J"I." I'I'保持権内佼 ~iif.とならない取扱い)

立.J，止はii.ii劇的持何年坊の翻訳

キーム〈は舟J主的 rji.なる変児を1'1うtr-紫の若作物の制11I1X

は車両ff' so条 2(a) 

11"1 刊i'Mi権的f'llj外}

コシピ zータ』プログラム.コンピュータ'1成の詩作物，

U.'ifの'Jrfドの線道を日的として作成きれるいずれの詩刊

物. i:lrIlil，雑誌又はll:l似の辺lUlPIi，物. !'í利 '~fî. .tll~，昨 ;J r，

{I鑑その他内容)!i日月lの集合l'i作物.犯;J11をlilI避する行為，
i1パ?により正はit"irに基づいて諜される義務内総fi。民

I"IJ.此送協会による)>iWii.犯リi・0)財動需を招くものを放

送に州人す;:，ことからの阿波 81条

l例外胤?にの対象}

'"術的目何物， ，奥山1，肱埠または千1線許制{における蔀打

物のH倒的Ni人.議会止び政判千統， "_E:u脅lH，&びi1，
:'E<i)/JM.1弘法定的権限に.JAづいてれわれる行為，無-y，λ
は変名の再n物 C}'H1権的消滅)(1土持作者由化亡に'泊、

le UIl…-c :¥'r ~ 7.1..Q 1山 間約

)
 v

 

l
 

干伽仙
mi
 

〉U
 

山川
U

d
s
 

〉

。
そ(

 

l
!
 スウェーデン

チ リ

フィリピン

ifs l'iil 
ベルギ

オーストりア

スベご

フ ィ シ ラ ン ド l

ポルトガル i
イ タ リ ア !

ベ ト ナ ム i

z二ンブト i

! [例外槻淀川刈説]ゴ/ピ zーターブ口グラム

121条山 7

{撤1"1/年+1シス

f'l 

フラ

制F

条

主

[例外脱 jj~J)対象 l 職務再1'1 物

[I~\，;'止の対象の胞!'，ËJ r~ M'1 仰 11 11物

(ifi~:l1l峨辛)

(アクセス縦A)

アンロ

ノルウェー

[1民"Ifi-.される Utの開{j己1梅宮i柿y，"Z'あゐ<"，刊 ff
Sし!条 3

(j位Ilij権辛)本11 

ス

ン

ヅ
f
 

，4

J

i

 

ベ

ス

ス

ド

[例外悦Aの対象11コ〆ヒレーターーブH グーノム 77長

[1'叫件規定内対事]悠築物、税~!1!l'~:t 円f1物、コ J ピユ』
ターグラム ::，(:i)'k 

(同一一刊保持j帝¥./アクセス1<<企)

(撤II，r，1権+)

ポーランド

Ji、
I例外脱定的対象I"ンピドタ ワ口グヲム.悦聴覚

器fl物 "7'.ー夕刊ース 20長 5

吋世1(1.1権+)スロヴヱニア

最コンピコータープログラムにl瑚守る特別首、の悦定は.本去の比較の対象からは外しているい ill築物等，位。〉将

11物にも特別法はAめられており.それらを検Hーすることがで主なかった治、らむあるp この}.';(については 'f

後の謀総としたしh



表3 制限規定の比較
・各「箸作者人給権」を記す記号:公夫権ヲIt' !U'，:?<，j，権回 !司令性i尉付金.

修正 権 合 撤Ir.J機. アクセス権A

廃棄通知1受:f1rr機.名得権. その他の権平IJ.

.表作物一般:者作物が特定化されていないことを不す

・同名の阪は，権利{関数と地域性に蒸づいているn

著
作
者
人
格
権
に
関
す
る
一
考
祭

一
悶 名| 市IJ限規定を定める権利 | 規定の内容

ア メ リ カ IW::才"I<，Jミ権箇11，11 刊保持柿'.1 I [~)II 同日焼むの対担批，l'I".解，誕ニユ v ス品ÆJú ， ~';î:.'!Jt (教
本における使川のための事数の似製を;1rむに研究. ，~j 

ft-;1;を11的とする)'''1'1怖のある許作物]

公1¥干IJIIJは再刊権f，J'，fj:とならない 107条

公iI利111となるか併かの判定拠点

(;1利)1)の 1¥(1自足び刊 f告(手1)111が尚業刊をイlするかと

うか止は，)1常利。〉教育を 11(，~とするかどうかの州lを

合も)

けい JdHr.のある1i:作物的'1'1:11
(jiii (1;:1-'1権ω;l;，Z，1寺門物すでf本との|同 .ì1における f~)1Jさ

れた部分の 'j¥止ぴ')~!'m.
(ω) 持イt憾のある再 Ij物のtf干の的djJ;品止は制1I絡に対す

る千1)川の影枠

(!IIJ 刊似iH*'・ I[制限胤定的対卑 悦党"柿I山由刊物] lWi主的 AI吋 1I
(2) 

カ サ タ91
11γγ
111ドγ(け州一1，，1川j川性削州州…一f保附附附川民別州川川J付川州Jけ榊t体骨

!オ v ストラ川 {けj山川ト川4 門削州{似附川世似J

I I川
ンンガポ) ル 1 iJ氏，，1'，れ'!i点、'<"J〆、権.'1ト1，1) 十村F仇保H持5柿椛'.1 I (什lド'\什|附吋外での fわr 1..為~(は土4義L務1逃畠1以〉正Lと4在ごらない)

1レ/ 一 ι i' I '叶巾lい川'1 性川州川i似附川以幻f

f :.- l' I i 1>'1 "1'1 f¥HHI". 

lタ fl

l-)111-eM  
I [ij制限処l，.iiの対象サコンピュータ --7ログラムとそのl悶

l い世持 (1物、岐州、テレヒ肱送の民1'1物1 20条 i

l_____L一也 -Ji!竺三f三…川川…[ 十す之 〓

(
そ
の

(
戸
波

)L 

時的経過，村れの変化. f~{{. 公開による変化は(伝'，i;

にあIらない)

[制IUl胤山内対組 建築物とイ本ぜある悦覚よ;;WrO).)>;作

物l
住宅島物の撤去により抗門物の般I史，変恒苛が'1:，じるjJ)j{t

(j:前J、による峨峨 1 変』主て宇を受ける llfi'j古fIをIYI"、した。

再1lfi'のs世I?，'_へのI，H主主井がある.tJ41t.撤去に続不1)規定

は適)11きれない lJ:l走 dl】)

建築物のj故去により判 Ij物の俄i丸変恒TFが'¥じない場

介 1)¥'刊行に撤去を通知するため.入念に. ，減且:をもっ

1努}Jした}J)i{r. 通知lを'':tけた丹が901¥以内にt故J、持行

なわなか J た場(i'. UiiLに椛千IJ.tMiEはi車川きれない)

lJ:lil: d121 

[制IUl胤犯の付額 符打物イ此l 2Rj長z(3KaXh) 
;{~附場所 陳列される物5l[\的 F段.1耳打物を~む物.f!ll.ng

構造における変化. (事iU.1'*イfのためのい義に以しない

19:{%:，: 

[制限胤山内対象ゐ許1'1物 般}

(ド¥!JiJ外での行為は義務港以とならない)

HJ1条

[i!IIJWU組定の N~( :軒刊物 般] 2G朱 3

'4:')iなし仁 1，うことができないと赴.li，とすることが作用的

なilSは. 空挺を)111えることができる

I制i製品liEの対象 コンピ Lータープログラムl57条 I

fiJllIのための“制l主 tndapt品ion) を山IJJ民L. lW，'日前
uYを1111;止することはでき々い



同 名| 制限規定を定める権利 士見定の内科

[ ~市山制A吋l目i 目限4 措胤止 F泡己ωあ対I 事象己 令 一符}昨号引{刊1物
J再耳引1;物7がうがも.紋止される時 '1州!i自仁川倒的にλは偶然方ま

ることは(f1'， i~. にあたらな L 、)

ナイジ t リア I(氏才'，).叫、核・)

アン ドラ I(氏名 }UJ、続・1/1，'1'ft似持拍i・)

オラシダ I11") 't'l保持柿i・)

イギリス I(氏名ぷ'J、機.)

11，'1 判附.¥'111¥・)

スウヱーヂン III，'J 

千 リ I(Joil 利保持l1i.)

フ ィ リ ピ シ I(I，'J 利保持俄.)

中 川 I(公i'<iri*/JiiJ 性保持機・}

ベルギー I(公表権*1氏~I式市柿i歯11，') "~I 保
持機・)

オーストリア I(ti;れ}OJ、椀・/I"j 悦lJMSIi!'.J

(j，，) 刊保持柿i・)

フィンランド I(1';) 'f1保持機.1
ポル iガル I(I"J 刊保持権・)

イタリア I(川村保持権・)

ベトナム I 公}.<.権*1

[制IJI!以j品定的対象 l映tl1lil JG長
持作有人様慨は，完成版についてはじめて行使すること

できる

[制限地iliQJ対象符fi物般1 25~長
引義と干1::会mhに j立する変t，Uを加えることができる

I制限規定の対説。持11物紋1 i8'控

(材ぷ千1]+. iil，¥:q) li糾l止として1¥J!.o隙カt必't:ときオιる)

i制限胤!ii(})対象 職務前円、 lillr.， ，~\-~:~~~o.;. [吋隙機関

雪干の軒作物】 町長1IJ(Zl 

(筑f'F1¥'が綿E出きれる場/，にのみfJlif')はi車川される)

【制限脱定的H鋲 :ill築物.止、Illtim ~;;条 c

所イ1打は;時打貯のI，')，;}，なく変!1!することi!'で主る

[，YII以 jルιの対智之 島町物 般1 14 主主~)

l'~柿げのな古川仰を変特.削減する長!計を受けた軒町物の f!，K

fιIlH.I!. Ul川せは (f}'，';じあたらないs

{制限組むの対卑ふ詩作物般] 197;長

(rJII¥(t'-J及び慣行的J，IH':Ji.は時打物が使111されるJ 、き干段

の安f'lに従った 凶制帳。制1111.制案"は(統制を

悦符するとみなさない}

I制限焼A的対象 l咲州，テレビ.ビデオの lH1物ノ職

務 時 打 物 山 部1 1S長f川長 2

線利は，製lHUit人止は法人絡をイjしないi叶体に泌す|

る l

l冊目IW誕pζ的対集 悦l結託持打物1 1 (:j条 I

持11何人係権は。完成きれたl¥'fi物にのみ行使寸ること

ができる

I制日現地誕の対象 職務!創刊されたコンピコ タープ

ログラム1 .10条 b

IJU'，j.υj吋骨20長‘ い1 ， 1外似J与権2]~ 1 を1I' j，~する権限

がMIIlI¥に脱する j，，1-軒町 r.であることを 1りkする柑t

平 JI!)~は{tf1A止される}
I制限J，ll;にの対象 情f'I物般/11央州1 21，長(1万回総"

誠実な取引における倒'tt且ぴ航行により.限ずることの

できない変'J.!:.特に 1'd1物的，1吋なる利111liiJ、えは 11的

から必ぜ!とされる変IJilj:.jjされる

[制限規定の対象 ill築物. l.e;1IJ y，術1 lS1:: e 

，iJihl'o'は，t:{術的tl:'i't.利1110)111'1')から許何日。)1，'11.1:な

く ~LJi-~ る ζ とができる

[制限m'，i!0>j.(事l白教討を Ilin':: 'jるアノソ口ジーl
日~d長

lI ir~ I'Æ.'~ とさ，t る，.~j1fは 坑W"11.'カサ')0.1しな L、こ

とを長刊に‘汁さオ lる

[制限l品定的対象:Ul築物1 ~J)長
{市 I泣な足術的n'ftを宿すると i詰められるl¥f'I物を除き

変!JLに "N"議を!pL ，i~ てられない}

I制限且L'，どω対象 映Jll!i此びビデオの再刊物 ラジオ及

びテレヒ 111..;左ifi剖l] i5lH長(1)

(Iii:i枠，カメラマシ。))，1:fil，:i:i. 'rt.作i副首L及び州事には権

利はM~'~ しない)
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波
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政
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0
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著
作
者
人
格
権
に
関
す
る
一
考
察
(
そ
の

エ ジ プ ト

国 名 i制限規定を定める権利 規定の内容

フランス I(公火線*J

(氏名J叶、権./1"1 利保持機.J
【制限規氾の対象 l'i作物紋1 J2J条の 2

梨約に!到する規定 (132の24条7に従う

I制Ia!縦定的対象ー悦聴覚持作物1 121長の 5長5

完成した持作物についてのみ， ij-f，史することができる

I制限組本の対象 コンビュータープログラム}

121条の 7

(名詩，lr煎を持することのない変涯に反対できない)

11司一件保持権.J

I制服地定的対象 '"公点許11物1 IJ'長2

(持作権議波止は利!Il，il'，liにより.公氏側訟が拍、:にされ

る)

叫(l'iイi'{¥-の州立を受けて内成された :大的持11物，兄は

編集詩作物の公Äは以.~作物の公去とみなす

[ljll限規iEの対象 主公式の先術・ ill築・写真の持門物]

11全ヲ

，';， 1'.1 I 1公点権脅)

(
戸
波
)

ロンア

(1，'1悦 ftHHl作.J (以11'Ml線i躍により，公夫I，il誌が-Ifl'"，される)

[ljll国王焼定的対象 守校教 rtlln~ に必 1止な非作物/住築
物1 1 :lJ長2(1)/1:1荒 2(2) 

〈本質的な内件の変1iを除き，教官 rf(ylIやむを符ない

変虻11M築，改築。その他的変!互に県議を巾 L立てられ

な"‘)

[制陪限v規1虹t両泌己の対象.訴刊作-物

(1本記r伎[(1的山なi内人勾i干作子の変'蛍主を除き， .)¥'11'物の刊n.手1)11111rFJ 
及び態鉱かりやむを併ないと必められる範川内の変史に

S-'~lt誌を巾 L u'てられない)

ノルウェー 1<1"1 -1'1保持時i・) [制限脱定の対象 !s築物、比，;!IIX:術1 291: 
JグfイU'i'は.技術的f!l!ftl.利JiIの目的から軒目高の1，'1怠な

く変世することができる

1I 

H
U
4
 

nυ
ト

本 I(公衣権*J I制限規定の対象 未公衣1.'1'1物1 18最(2)1

(持作権，誕波により公衣1，;1;立をjff定する)

{市IJ 叫!JJlíi~的対集 主公点的先制i. '1]:点。〉占有作物}

18条12)2 

(同情，\Aï~j~i)主により公衣I ， 'JA立を推定する}

I制限悦i，L;:の対象叫l均i] 18条1')3 

{持作織の映州製l1'X'への帰崩により公ldiiU，、をttkじす
る)

I制限脱定的対象 町内物申~l0(;;十'd，t; iJ~持1・)

(j!l'J 刊保持権.J
19条 3

(持11布衣'J、は，利11111(I~，態縁にl!N らし。公正な'l!'ttJ
に反しない限り.符略できる)

[制限側近の対象学校教育 JJ的に必要な若作物/建築

物/コンビュータープログラム]

20条 2(1)， 20条 2(2)， 20条 213)

教fiIln~ 1 やむを仰ないと泌められる!日~'{止はJfJ .~hの変
史その他的改変/峨築.改築，修繕λは模係梓えによる

改変/利!II正は効果的利月iの JJ的から必裂な改変は(僚

1" 1似 ~gの巡 j刊から除外する)

I制限規定的対象 持刊物般1 20主主 2(4) 

(若1H却の'ltVI 利JtlFI的. fl器撤に照らし，やむを科な

いと必められる改定は，権利佼';.1;:のi自!IJかり除外する)

ス イ ス I11川料 保持権.J
(1，'1 ''VI保持権.J

{制限胤定のM象建築物1 12条 3

(人十告を悦訴する改変を除き，改変することができる}

[制旧日;¥J.j己の対象 再 刊 物 般l
日wの許1'1物を，パロデイ瓦はそれにl'じ敵する持1'1物の

変更物の1'1成のために利111することは'ilされる 11条 3

スベ イ ン I(公m作*/氏名衣ボ椴./1，'1 利保 I[制限規，ιの対象 悦JC!t'j:t持刊物) 93条

:t~f権./撒l'叶長+/アクセス撚....)持 11 者人格権は.決j11版に関して行使することができる
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悶 名 制限規 定を 定め る権 利 規定の内符

ド イ "1 (il， 性保持繍.J I制限脱定的対象.持1'1物般1 :.w条

6 {変並iへの1.')，(立がもu直線'J!により剖lむことのできない地
1l-.その曜l:!:liは泊される}
I制限鈍定的対事i:映両1 ‘叫書を

持しい改変そ的他的告しい佼'Mにr.l!り.禁11することが
できる
I制限制定の対車 F 翻訳・移t湖1:た術的許制物，切玉県出
持作物/教会学校での..'訴の杵1'1物1

62条印刷刷}
干")11111的に必裂な変'!1!1えきさの移行による変'!l!.縦製

のためにJlJいられるJ;il、による変!.JiI教会・"校x.は綬
撃の111に供するための必型企バ舗の符門物的変.IJi

ポーランド (1，，) 'fH!iH.~犠.J I耐j則規定Q)対象:悦聴覚野作物I 7:1条
〈盟主1'1備〉袋 批''1¥'1権は軒作物的Iは終l阪に1瑚してのみ行使するニとがで

きる
スロヴェニア

猿股智権は、本論文においては、 l時・性保持権の枠内で論じている。

・制限規定については. (卜山

のを比較.対!照4開1した伶 n暁融剛i化のための変H挺[.1(イタリア4訂7条，チリ:l2条等).r建築物の変質J(タイ41条、

チリ46条等)などは、「著作者人格権Jの制限規定とも解されるが、 f著作者人続権jの制限規定としては

明記されていないので.対象からは外している。

・コンピュータープログラムに関する特別訟の拠定は，本表的比較的対象からは外している。盟I築物毒事、他の

著作物にも特別法は定められており，それらを検討することができなかったからであるe この点について

も.今後の課題としたいb

・救消についての制限規定についても，今幽の比較の対象から外している。この点についても，今後の課題と

したい。

1m 

ー
例
外
・
制
限
規
定
が
多
く
定
め
ら
れ
て
い
る
視
聴
覚
著
作
物

(表
2
)
(表
3
)
は
、
視
聴
覚
著
作
物
に
、
最
も
多
く
の
例
外
・

制
限
規
定
が
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

視
聴
覚
著
作
物
へ
の
例
外
規
定
等
は
五
か
悶
(
ア
メ
リ
カ
、
オ
ー
ス

ト
ラ
リ
ア
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
、
ス
ロ
ヴ
エ
ニ
ア
)
(
表

2
参
照
)
が
、
視
聴
覚
著
作
物
へ
の
制
限
規
定
は
二
か
開
(
街
ア
フ

リ
カ
、
ア
ン
ド
ラ
、
中
閥
、
ベ
ル
ギ
ー
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
ベ
ト
ナ
ム
、

フ
ラ
ン
ス
、
日
本
、
ス
ペ
イ
ン
、
ド
イ
ツ
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
)
(
表
3
参

照
)
が
定
め
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
諸
問
の
定
め
る
視
聴
覚
著
作
物
へ
の

制
限
規
定
は
、
お
お
よ
そ
、
次
の
よ
う
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

完
成
さ
れ
た
著
作
物
に
限
り
、
「
著
作
者
人
格
権
」
の
行
使
を
認
め
る

規
定

-
著
作
者
人
格
権
は
、
山
古
川
成
版
に
は
じ
め
て
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る

(
ア
ン
ド
ラ
(
氏
)
(
同
)
一
六
条
)

-
著
作
者
人
格
権
は
、
完
成
さ
れ
た
著
作
物
に
の
み
行
使
す
る
こ
と
が

で
き
る
(
ベ
ル
ギ
ー
(
公
)
(
氏
)
(
同
)
二
ハ
条
)

-
(
氏
名
表
示
権
、
問
一
一
性
保
持
権
)
は
、
完
成
さ
れ
た
著
作
物
に
の

み
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
(
フ
ラ
ン
ス
(
氏
)
(
同
)
一
二
一
条

の
二
)

-
著
作
者
人
格
権
は
、
決
定
版
に
関
し
て
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
(
ス

ペ
イ
ン
(
公
)
(
氏
)
(
同
)
(
撤
)
(
ア
)
九
三
条
)



-
監
督
権
は
、
著
作
物
の
最
終
版
に
関
し
て
の
み
行
使
す
る
こ
と
が
で

き
る
(
ポ
ー
ラ
ン
ド
(
同
)
七
三
条
)

利
用
目
的
、
方
法
、
技
術
的
理
由
に
よ
り
変
更
を
認
め
る
と
す
る
規
定

・
技
術
的
理
由
、
商
業
的
利
用
を
目
的
と
す
る
変
更
に
反
対
で
き
な
い

(
南
ア
フ
リ
カ
(
悶
)
二
一
条
一
)

-
慣
習
及
び
慣
行
に
よ
り
禁
ず
る
こ
と
の
で
き
な
い
変
.
史
、
特
に
著
作

物
の
正
当
な
る
利
用
方
法
又
は
目
的
か
ら
必
要
と
さ
れ
る
変
更
は
許

さ
れ
る
(
オ
ー
ス
ト
リ
ア
(
同
)
三
八
条
二
)

著
作
者
以
外
の
者
に
権
利
を
帰
属
さ
せ
る
規
定

-
公
表
権
は
、
監
督
、
カ
メ
ラ
マ
ン
、
舞
台
監
督
、
作
曲
家
及
び
商
家

に
は
帰
属
し
な
い
(
ベ
ト
ナ
ム
(
公
)
七
五
八
条
一
)

-
映
閥
、
テ
レ
ビ
、
ビ
デ
オ
の
著
作
物
の
公
表
権
と
同
一
性
保
持
権
は
、

著
作
者
で
は
な
く
製
作
者
に
帰
属
す
る
(
中
間
(
公
)
一
五
条
)

著
作
者
の
公
表
向
惑
を
推
定
す
る
規
定

-
映
画
の
箸
作
物
の
著
作
権
が
映
闘
製
作
者
に
帰
属
し
た
場
合
、
著
作

者
の
公
表
へ
の
同
意
を
推
定
す
る
(
日
本
(
公
)
一
八
条
(
一
乙
一
一
一
)

N

量
一
大
な
侵
害
u

に
限
り
禁
止
で
き
る
と
す
る
規
定

-
著
し
い
改
変
そ
の
他
の
著
し
い
侵
害
に
限
り
、
禁
止
す
る
こ
と
が
で

き
る
(
ド
イ
ツ
(
問
)
九
三
条
)

著
作
物
の
完
成
に
つ
い
て
は
、
こ
の
他
に
も
、
共
同
著
作
物
へ
の
寄

与
が
不
十
分
な
著
作
者
の
完
成
へ
の
反
対
を
制
限
す
る
規
定
(
ア
ン
ド

著
作
者
人
格
権
に
関
す
る
一
考
察
(
そ
の
一
二
)
(
戸
波
)

ラ
一
五
条
、
フ
ラ
ン
ス
二
二
の
六
条
、
ベ
ル
ギ
ー
一
五
条
一
、
ス
ペ

イ
ン
九
一
条
)
、
主
監
督
と
製
作
者
の
合
意
に
よ
り
完
成
版
が
決
定
さ

れ
る
と
す
る
規
定
(
ア
ン
ド
ラ
一
六
条
、
フ
ラ
ン
ス
二
二
の
五
条
、

ベ
ル
ギ
ー
一
六
条
一
、
ス
ペ
イ
ン
九
二
条
一
)
等
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

い
ず
れ
の
規
定
も
、
多
く
の
著
作
者
が
共
同
作
業
を
す
る
視
聴
覚
著
作

物
の
創
作
過
程
に
お
け
る
、
共
同
著
作
物
の
著
作
者
の
関
係
を
秩
序
づ

け
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
制
限
規
定
の
多
く
は
、
著
作
者
の
権
利
を
大
き
く
制
限
す

る
内
容
で
あ
る
。
南
ア
フ
リ
カ
が
(
後
述
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
プ
ロ
グ

ラ
ム
に
も
)
採
用
す
る
「
商
業
的
利
用
」
を
目
的
と
す
る
変
更
を
認
め

る
規
定
に
し
て
も
、
著
作
者
が
一
度
商
業
的
利
用
に
同
意
す
る
と
、
す

べ
て
の
商
業
的
利
用
に
対
し
て
権
利
を
主
張
で
き
な
く
な
る
お
そ
れ
が

あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

視
聴
覚
著
作
物
の
な
か
で
も
、
と
り
わ
け
映
闘
に
つ
い
て
は
、
「
映

蘭
製
作
に
お
け
る
技
術
的
、
組
織
的
、
経
済
的
投
資
を
あ
ら
か
じ
め
重

視
し
た
利
益
衡
量
」
が
さ
れ
、
強
い
制
限
規
定
が
加
え
ら
れ
る
傾
向

が
あ
っ
た
。
「
著
作
者
人
格
権
」
の
保
護
が
厚
い
と
さ
れ
て
い
る
ド
イ

ツ
で
す
ら
、
「
著
し
い
改
変
そ
の
他
の
著
し
い
侵
害
」
に
絞
り
禁
止
を

認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
ド
イ
ツ
の
こ
の
規
定
に
つ
い
て

は
、
著
作
者
の
人
格
権
が
映
闘
製
作
者
の
経
済
的
利
益
の
犠
牲
に
さ
れ

て
い
る
と
も
、
ま
た
、
著
し
い
侵
害
等
の
み
を
禁
じ
る
こ
と
に
は
憲
法

上
、
条
約
上
の
問
題
が
あ
る
と
も
、
批
判
さ
れ
て
い
る
。
映
顕
の
公
表

二
四
三



筑
波
法
政
第
二
ト
八
号
(
二

0
0
0

権
に
関
す
る
日
本
の
推
定
規
定
に
つ
い
て
も
、
「
帥
吠
爾
紘
制
作
物
の
著
作

権
が
映
一
間
製
作
者
に
帰
属
す
る
こ
と
自
体
が
箸
作
者
の
底
思
に
よ
ら
な

い
」
と
さ
れ
、
こ
の
よ
う
な
推
定
規
定
を
設
け
る
こ
と
へ
の
疑
問
が
総

却♂

起
さ
れ
て
い
る
。

技
術
的
な
発
展
に
伴
、
っ
、
新
た
な
視
聴
覚
著
作
物
の
出
城
は
、
映
闘

の
み
を
特
別
に
保
護
す
る
こ
と
の
ふ
ん
当
牲
を
更
に
紛
減
し
て
い
く
で
あ

ろ
う
。
だ
が
、
上
述
の
共
同
著
作
物
の
創
作
を
秩
序
づ
け
る
規
定
の
よ

う
に
、
視
聴
覚
著
作
物
の
な
か
で
も
、
日
大
な
共
同
者
作
物
と
し
て
の

特
性
を
む
ず
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
強
い
制
限
規
定
が
加
え
ら
れ
る
傾

向
が
、
ま
す
ま
す
強
め
ら
れ
る
よ
う
に
思
う
。
利
用
者
の
綬
済
的
利
必

を
過
度
に
配
慮

L
、
著
作
持
の
人
格
的
利
低
を
税
制
仇
す
る
こ
と
の
な
い
、

共
同
佐
官
作
物
の
創
作
に
関
す
る
秩
序
作
り
が
望
ま
れ
る
と
こ
ろ
で
あ

ス
γー

同
一
性
保
持
権
へ
の
制
限
規
定
が
多
い
建
築
物

述
築
物
へ
の
例
外
規
定
等
は
、

a

か
同
(
ポ
ー
ラ
ン
ド
」
(
衣
2
参

加
じ
が
、
健
築
物
へ
の
制
限
規
定
は
、
八
か
同
(
ア
メ
リ
カ
、
ス
ウ
ェ
ー

デ
ン
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
、
イ
タ
リ
ア
、
隣
同
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
、
日
本
、

ス
イ
ス
)
(
衣
3
参
照
)
が
定
め
て
い
る
。

建
築
物
へ
の
制
限
規
定
は
、
そ
の
大
半
が
問
品
川
位
保
持
擦
に
関
す
る

も
の
で
あ
る
ー
そ
れ
ら
は
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
分
類
す
る
こ
と
が
で

き
る
υ

ILY 
pq 

利
用
目
的
、
十
刀
法
、
校
術
的
経
取
に
よ
り
変
史
を
認
め
る
と
す
る
総
定

-
所
有
者
は
、
技
術
的
煙
山
(
性
質
)
、
初
用
日
的
か
ら
変
挺
す
る

こ
と
が
で
き
る
(
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
つ
五
条
台
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
-a
九

弘
本
)

-
(
本
質
的
な
内
容
の
変
更
を
除
く
)
m
m
築
、
改
築
、
そ
の
他
の
変

更
に
堺
、
議
を
巾
し
立
て
ら
れ
な
い
(
韓
関
二
二
b

公
示
、
ニ
)

-
増
築
、
改
築
、
修
総
又
は
模
様
終
え
に
よ
る
改
変
は
、
権
利
規
定

の
通
則
か
ら
除
外
す
る
(
日
本
一
一

O
条
(

4

・)F

・)

n
京
大
な
日
塁
Y

を
除
き
、
変
更
を
組
め
る
と
す
る
規
定

-
所
有
者
は
、
人
裕
を
佼
・
り
す
る
改
変
を
除
き
、
変
更
す
る
こ
と
が

で
き
る
(
ス
イ
ス
一
二
条
(
三
)
)

-
本
質
的
な
内
符
の
変
更
を
除
き
、
増
築
、
改
築
、
そ
の
他
の
変

A

史

に
川
決
議
を
山
中
L
L
M
て
ら
れ
な
い
(
韓
同
一
J
a

条
A

A

(

占・))

特
定
の
側
偵
の
あ
る
著
作
物
を
除
き
、
変
必
ん
を
認
め
る
と
す
る
脱
走

-
柔
安
な
美
術
的
性
伎
を
心
れ
す
る
と
認
め
ら
れ
る
答
作
物
を
除
き
、

変
史
に
異
議
を
巾
し
立
て
ら
れ
な
い
(
イ
タ
リ
ア
二

O
条
)

設
置
へ
の
同
意
文
書
、
通
知
を
前
提
に
、
破
壊
、
変
一
史
等
を
認
め
る
規

定
(
保
護
の
対
象
は
、
建
築
物
と
一
体
と
な
っ
て
い
る
視
覚
芸
術
の
強
制

作
物
に
限
定
さ
れ
て
い
る
)

?
と
者
作
物
を
破
壊
、
変
更
等
す
る
こ
と
な
く
、
建
築
物
か
ら

撤
去
で
き
な
い
場
合
は
、
(
撤
去
時
に
破
壊
、
変
従
等
の
可
能

性
が
あ
る
こ
と
を
明
記
し
た
)
著
作
お
に
よ
る
設
撹
へ
の
同
意



文
章
H

を
得
て
い
る
こ
と
を
前
提
に
撤
去
す
る
こ
と
が
で
き
る

(
ア
メ
リ
カ
一
一
三
条
d
(
一))

(
u
H
)

著
作
物
を
破
壊
、
変
更
等
せ
ず
に
、
建
築
物
か
ら
撤
去
で

き
る
場
合
は
、
著
作
者
へ
の
通
知
を
前
提
に
撤
去
す
る
こ
と
が

で
き
る
(
ア
メ
リ
カ
一
一
一
一
一
条
d
(
二
)
)

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
、
韓
関
、
日
本
の
定
め
る
、
利
用
目

的
、
方
法
、
技
術
的
埋
自
に
よ
り
変
更
を
認
め
る
と
す
る
規
定
に
は
、

実
用
品
と
し
て
の
建
築
物
の
特
性
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

ス
イ
ス
と
緯
閣
の
定
め
る
、
「
人
格
を
俊
市
吾
す
る
改
変
」
や
「
本
質

的
な
内
餐
の
変
更
」
を
除
い
て
変
更
を
認
め
る
と
す
る
規
定
は
、
適
用

に
際
し
、
著
作
物
の
核
心
が
何
で
あ
る
か
の
具
体
化
が
求
め
ら
れ
る
規

定
で
あ
り
、
注
目
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
イ
タ
リ
ア
の
定
め
る
、
重

要
な
美
術
的
性
質
の
認
め
ら
れ
る
著
作
物
を
除
い
て
変
更
に
異
議
を
申

し
立
て
ら
れ
な
い
と
す
る
規
定
は
、
著
作
物
の
美
術
的
な
価
債
を
判
断

基
準
と
し
て
お
り
、
著
作
権
法
の
規
定
と
し
て
は
特
異
で
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
の
定
め
る
、
設
置
へ
の
同
意
文
書
や
著
作
者
へ
の
撤
去
通

知
を
前
提
に
し
て
、
破
壊
、
変
更
等
を
認
め
る
と
す
る
規
定
は
、
視
覚

芸
術
家
保
護
法
(
出
田
富
山
骨
苦

RMW同事仲間
K
F
2
0
2
S
O
)
の
な
か

で
は
、
も
っ
と
も
著
作
者
を
保
護
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
る
規
定

で
あ
る
。
こ
の
規
定
は
、
変
一
史
、
破
壊
の
禁
止
を
通
知
義
務
に
変
容
し

辺
)

て
い
る
と
も
解
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
規
定
が
保
護
の
対
象
と
し
て

著
作
者
人
格
権
に
関
す
る
一
考
察
(
そ
の
一
二
)
(
一
戸
波
)

い
る
著
作
物
は
、
建
築
物
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
建
築
物
と
一
体
と
な
っ

て
い
る
視
覚
芸
術
の
著
作
物
に
限
ら
れ
て
い
る
。

ー
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
弱
い
「
著
作
者
人
格
権
」

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
プ
ロ
グ
ラ
ム
へ
の
例
外
規
定
等
は
、
四
か
国
(
イ

ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
、
ス
ロ
ヴ
エ
ニ
ア
)
(
表
2
)
、
コ

ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
プ
ロ
グ
ラ
ム
へ
の
制
限
規
定
は
、
五
か
国
(
イ
ン
ド
、

南
ア
フ
リ
カ
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
フ
ラ
ン
ス
、
日
本
)
が
定
め
て
い
る

(表
3
)
。

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
プ
ロ
グ
ラ
ム
へ
の
制
限
規
定
は
、
お
お
よ
そ
次
の

よ
う
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

利
用
目
的
、
方
法
、
技
術
的
理
由
に
よ
り
変
更
を
認
め
る
と
す
る
規
定

・
利
用
の
た
め
の
か
翻
案
。
を
制
限
し
、
回
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
(
イ
ン
ド
(
向
)
五
七
条
(
二
)

・
技
術
的
理
由
、
商
業
的
利
用
を
目
的
と
す
る
変
更
に
反
対
で
き
な

い
(
南
ア
フ
リ
カ
(
問
)
二
一
条
二

-
利
用
又
は
効
果
的
利
用
の
目
的
か
ら
必
要
な
変
更
は
、
権
利
規
定

の
適
用
か
ら
除
外
す
る
(
日
本
(
同
)
二

O
条
(
一
一
)
一
二
)

著
作
者
以
外
の
者
に
権
利
を
帰
様
さ
せ
る
規
定

-
職
務
上
の
著
作
物
で
あ
る
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
氏
名

表
示
梅
(
二

O
条
)
、
問
一
性
保
持
権
(
一
二
条
二
を
行
偽
す

一
四
五



筑
波
法
政
第
二
十
八
号
(
二

0
0
0
)

る
権
限
は
、
一
雇
用
者
が
有
す
る
(
著
作
者
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す

る
権
利
(
一
九
条
)
は
留
保
さ
れ
る
)
(
オ
ー
ス
ト
リ
ア
(
氏
)
(
問
)

(四

O
条
b
)
)
。

特
定
の
侵
害
を
除
き
、
変
更
に
反
対
で
き
な
い
と
す
る
規
定

e

名
誉
、
声
望
を
ゆ
一
討
す
る
こ
と
の
な
い
変
更
に
反
対
で
き
な
い
(
フ

ラ
ン
ス
{
河
)
一
一
二
条
の
七
)

こ
の
他
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
い
て
は
、
ベ
ル
ギ
ー
、

ロ
シ
ア
の
よ
う
に
特
別
法
を
用
い
て
公
表
権
を
認
め
な
い
規
定
、
中
間
、

ポ
ル
ト
ガ
ル
の
よ
う
に
特
別
法
を
用
い
て
同
一
性
保
持
機
を
認
め
な
い

規
定
な
ど
、
若
作
者
の
権
利
を
著
し
く
制
限
す
る
規
定
が
定
め
ら
れ
て

い
る
c

特
に
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
氏
名
衣
ぷ
権
や
尚
一

性
保
持
権
の
保
護
の
対
象
か
ら
外
す
規
定
に
つ
い
て
は
、
ベ
ル
ヌ
条
約お

の
保
議
水
準
を
下
回
る
の
で
は
な
い
か
と
の
疑
い
が
も
た
れ
て
い
る
。

お
作
物
と
し
て
の
そ
の
特
性
か
ら
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
プ
ロ
グ
ラ
ム
の

「
荷
作
者
人
格
権
」
が
部
分
的
に
制
限
さ
れ
る
こ
と
が
必
然
で
あ
る
に

し
て
も
、
そ
れ
が
「
者
作
者
人
格
権
」
を
過
度
に
弱
め
る
こ
と
を
正
当

化
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
プ
ロ
グ
ラ
ム

創
作
お
の
権
利
が
弱
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
、
伝
統
的
な
著
作
物
の
符

作
者
に
与
え
る
影
響
が
心
配
さ
れ
て
い
る
。

(
オ
ラ
ン
ダ
(
一
九
九
問
年
改
正
)
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
(
一
九
九
一
二
年

改
正
九
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
(
一
九
九
五
年
改
正
)
、
イ
タ
リ
ア
三
九
九

一

訂

~

路

町

一
一
年
改
正
)
、
ス
ペ
イ
ン
士
九
九
六
年
改
正
て
ド
イ
ツ
(
一
九
九

一
間
六

戸
仙
却
叩

一
一
，
年
改
正
)
等
は
、

A

九
九
一
年
五
月
一
四
日
の

E
C指
令
(
九
一

/
一
一
五
O

/
立
E
C
)
(「
制
限
さ
れ
る
行
為
の
例
外
」
五
条
晶
)
に
対

応
す
る
規
定
を
定
め
て
い
る
。

E
C指
令
に
は
、
「
勢
作
者
人
格
権
」

へ
の
言
及
は
な
く
、
「
著
作
者
人
格
権
」
に
関
す
る
規
定
は
閣
内
法
に

委
ね
ら
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
ら
の
諸
閣
は
、
コ
ン
ピ
ュ

i
タ
1

プ
ロ
グ
ラ
ム
に
関
す
る
「
著
作
者
入
務
権
」
規
定
は
定
め
ず
、
「
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
ー
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
翻
案
は
、
そ
れ
が
的
確
な
利
用
の
た
め
に

必
変
で
あ
る
と
き
は
、
誤
作
権
侵
筑
間
を
燐
成
し
な
い
/
著
作
権
者
の
許

読
を
要
し
な
い
」
等
の
文
討
を
矧
い
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
プ
ロ
グ
ラ
ム

の
変
更
に
関
す
る
「
著
作
権
」
の
制
限
規
定
の
み
を
定
め
て
い
る
。

ー
異
な
っ
た
著
作
物
に
は
、
異
な
っ
た
ル
!
ル

悦
聴
覚
表
作
物
、
建
築
物
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
プ
ロ
グ
ラ
ム
な
ど
、

特
定
の
者
作
物
に
特
定
の
制
限
規
定
が
定
め
ら
れ
る
傾
向
は
、
「
問
?
な
っ

一刻、

た
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
箸
作
物
に
は
、
少
な
く
と
も
異
な
っ
た
ル

i
ル
」
が

必
妥
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
職
務
著
作
物
に
つ
い
て
は
、
「
従

業

者

の

誇

作

者

人

格

権

」

寄

与

a
g
$
5
2
5
F
5
2宮
器
官
』

-wywaggnZ)
を
規
定
す
る
こ
と
も
提
話
さ
れ
て
い
る
の
改
正
が

予
想
さ
れ
て
い
る
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
著
作
権
法
草
案
に
奈
つ
て
は
、

箸
作
物
を
「
文
芸
、
演
劇
、
点
目
楽
の
著
作
物
」
「
美
術
の
著
作
物
(
同
マ

砕
い
聞
広

n
d号
。
長
)
」
「
映
一
向
の
著
作
物
」
に
分
類
し
、
各
今
に
つ
い
て
「
同

一
位
保
持
権
」
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
例
え
ば
「
美
術
の



一辺)

著
作
物
」
に
限
り
、
破
壊
に
反
対
す
る
権
利
が
認
め
ら
れ
て
い
る
?

プ
ロ
グ
ラ
ム
創
作
者
の
弱
い
「
著
作
者
人
格
権
」
が
、
伝
統
的
な
著

作
物
の
著
作
者
に
与
え
る
影
響
が
心
配
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
上
述
し
た

が
、
著
作
物
の
特
性
を
配
慮
し
た
、
よ
り
個
別
的
な
内
容
の
「
著
作
者

人
格
権
」
規
定
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
例
外
・
制
限
規
定
の
検
討
か
ら
は
、
ア
メ
リ
カ
と
イ

ギ
リ
ス
が
多
く
の
著
作
物
を
保
護
の
対
象
か
ら
外
し
て
い
る
こ
と
、
例

外
・
制
限
規
定
が
視
聴
覚
著
作
物
に
多
く
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
建

築
物
へ
の
制
限
規
定
は
同
一
性
保
持
権
に
関
す
る
も
の
が
多
い
こ
と
、

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
「
著
作
者
人
絡
機
」
が
弱
め
ら
れ
て

い
る
こ
と
、
著
作
物
の
特
性
を
配
慮
し
た
、
よ
り
偶
別
的
な
内
務
の
「
著

作
者
人
格
権
」
の
規
定
が
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
が
明
ら
か
に

な
っ
た
。

ー
制
限
規
定
の
基
準
等

諮
問
の
制
限
規
定
の
比
較
、
検
討
か
ら
は
、
共
通
に
川
い
ら
れ
て
い

る
、
幾
つ
か
の
幕
準
や
手
法
が
州
出
さ
れ
た
。

以
下
で
は
、
英
米
法
系
諸
国
と
大
陸
法
系
諸
問
と
の
対
比
を
考
慮
に

い
れ
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
基
準
や
手
法
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
の

主
な
基
準
や
手
法
に
は
、
川
利
用
目
的
、
方
法
、
技
術
的
現
出
、
同

慣
行
、
同
保
存
、
修
復
等
、
川
著
作
物
の
完
成
、
川
開
ρ

重
大
な
佼
答
μ

、

著
作
者
人
格
権
に
関
す
る
一
考
察
(
そ
の
一
二
)
(
…
ρ
波
)

同
著
作
者
以
外
へ
の
権
利
の
帰
属
、
川
信
義
(
誠
実
)
、
川
合
理
性
、

川
公
表
同
意
の
推
定
晴
子
、
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

(表
4
)
は
、
そ
れ
ら
の
共
通
し
て
採
用
さ
れ
て
い
る
基
準
や
手
法
を
、

英
米
法
系
諸
国
と
大
陸
法
系
諸
国
に
分
け
て
記
し
た
も
の
で
あ
る
。

制
限
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
著
作
物
や
そ
の
利
用
形
態
は
、

@
建
築
物
①
教
育
目
的
等
の
務
作
物
③
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
プ
ロ

グ
ラ
ム
④
視
聴
覚
表
作
物
⑤
翻
訳
、
移
調
@
美
術
及
び
写
真
の

著
作
物
⑦
応
用
美
術
⑧
務
作
物

J

般
(
対
象
が
特
定
化
さ
れ
て
い

な
い
こ
と
を
示
す
)
で
あ
る
。

{
本
文
中
に
は
、
そ
れ
ら
を
、
同
名
(
①
1
⑧
の
制
限
の
対
象
と
な
}

{
る
著
作
物
や
そ
の
利
用
形
態
/
基
準
や
予
法
)
と
記
し
た
。
}

川
利
用
目
的
、
方
法
、
技
術
的
理
由
(
英
米
法
系
諸
問
・
・
一
一
一
か
国

大
陸
法
系
諸
問
・
-
七
か
出
)

氏
名
表
示
権
に
、
「
利
用
目
的
、
ト
刀
法
、
技
術
的
理
由
」
を
基
準
に

し
た
制
限
規
定
を
定
め
、
著
作
者
表
ぷ
の
省
略
を
認
め
て
い
る
悶
は
、

日
本
(
⑧
著
作
物

A

般
/
利
用
目
的
反
ぴ
態
様
、
公
正
な
慣
行
)
で
あ

る
G

同
一
性
保
持
機
に
、
「
利
川
日
的
、
方
法
、
技
術
的
煙
山
」
を
基
準

に
し
た
制
限
規
定
を
定
め
、
依
制
作
物
の
変
更
を
認
め
て
い
る
諮
問
は
、

イ
ン
ド
(
③
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
プ
ロ
グ
ラ
ム
利
川
目
的
)
、

南
ア
フ
リ
カ
(
告
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
プ
ロ
グ
ラ
ム
④
視
聴
覚
符
作
物

/
技
術
的
期
刷
、
術
業
的
利
則
目
的
)
、

11日
戸七
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号
(
一
一

0
0
0

フ
ィ
リ
ピ
ン
(
⑧
著
作
物

z

般
/
著
作
物
が
使
用
さ
れ
る
べ
き
手
段
)
、

オ
ー
ス
ト
リ
ア
(
⑧
悦
聴
覚
者
作
物
、
⑧
務
作
物
一
般
/
正
当
な
る
利

川
方
法
又
は
り
的
)
、

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
(
俗
悠
築
物
、
ヘ
切
応

m美
術
/
技
術
的
性
質
、
利
用
日

的)、
ポ
ル
ト
ガ
ル
(
②
教
育
目
的
等
の
表
作
物
/
教
育
目
的
)
、

ノ
ル
ウ
ェ
ー
(
①
建
築
物
、
⑤
応
用
美
術
/
技
術
的
別
出
、
利
用
目
的
)
、

隣
同

(ω慾
築
物
/
羽
築
、
改
築
、
そ
の
他
の
変
史
)
(
沼
教
育
日
的

等
の
若
作
物
/
教
育
目
的
)
(
⑧
若
作
物
品
般
/
著
作
物
の
性
質
、
利

別
目
的
及
び
態
様
)
、

日
本
(
①
建
築
物
/
増
築
、
改
築
、
修
繕
又
は
模
様
柊
え
)
(
②
学
校

教
育
上
の
著
作
物
に
お
け
る
用
字
え
は
用
語
/
教
育
目
的
)
(
@
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
ー
プ
ロ
グ
ラ
ム
/
利
用
又
は
効
果
的
な
利
問
)
(
④
著
作
物

一
般
/
著
作
物
の
性
質
、
利
期
目
的
及
び
態
様
)
、

ド
イ
ツ
(
③
教
会
、
学
校
等
の
用
に
供
す
る
言
語
の
著
作
物
/
教
育
目

的
)
(
岳
翻
訳
、
移
調
/
利
用
目
的
)
(
⑤
美
術
及
び
写
真
の
著
作
物
/

大
き
さ
の
移
行
、
複
製
方
法
)
で
あ
る
。

こ
の
基
準
を
用
い
て
制
限
規
定
を
定
め
て
い
る
諸
国
は
大
隊
法
系
諸

国
に
多
く
、
制
限
の
対
象
に
は
、
@
建
築
物
、
③
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
プ

ロ
グ
ラ
ム
、
①
教
育
目
的
等
の
著
作
物
、
④
視
聴
覚
著
作
物
な
ど
が
挙

げ
ら
れ
て
い
る
。

も
っ
と
も
、
③
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
告
視
聴
覚
著
作
物
、

一
四
八

小
中
総
制
作
物
一
般
に
つ
い
て
は
、
英
米
法
系
諸
問
、
大
際
法
系
諸
凶
が
共

通
し
て
こ
の
説
的
準
を
用
い
て
い
る
こ
と
も
観
察
さ
れ
る
。

「
利
則
日
的
、
方
法
、
技
術
的
制
峰
山
'
一
は
、
英
米
法
系
諸
問
と
L

入
隊

法
系
諸
制
の
一

i

著
作
者
人
格
権
」
の
ハ

i
モ
ナ
イ
ゼ

i
シ
ヨ
ン
に
と
っ

て
、
ひ
と
つ
の
重
要
な
姿
素
に
な
る
と
思
わ
れ
る
基
準
で
あ
る
ο

凶
慣
行
(
英
米
法
系
諸
国
・
・
一
か
国
大
際
法
系
諸
国
・
・
一
}
一
か
国
)

氏
名
表
示
権
に
、
「
慣
行
」
を
基
準
に
し
た
制
限
規
定
を
定
め
、
表

作
者
衣
一
不
の
省
略
を
認
め
て
い
る
悶
は
、
日
本
(
⑧
著
作
物
一
般
/
公

正
な
慣
行
)
で
あ
る
。

同
一
性
保
持
権
の
制
限
規
定
に
、
「
慣
行
」
を
蒸
礁
に
し
た
制
限
規

定
を
定
め
、
箸
作
物
の
変
更
を
認
め
て
い
る
諸
問
は
、
オ
ラ
ン
ダ
(
品
川

者
作
物
一
般
/
社
会
慣
行
)
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
(
③
著
作
物
‘
般
/
慣
行

的
基
準
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
(
(
切
視
聴
覚
著
作
物
、
⑧
著
作
物
一
般
/
償

脅
及
び
慣
行
)
で
あ
る
。

慣
行
は
、
大
陸
法
系
諸
閣
に
よ
り
多
く
採
用
さ
れ
て
い
る
基
準
で
あ

る
。
英
米
法
系
諸
問
の
な
か
で
、
こ
の
基
準
を
用
い
て
い
る
国
は
、
ア

ジ
ア
に
属
す
る
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
み
で
あ
る
。

同
保
存
、
修
復
等
(
英
米
法
系
諸
国
・
・
こ
か
国

一
か
国
)

同
一
性
保
持
権
に
、
「
保
存
、
修
復
等
」
を
基
準
に
し
た
制
限
規
定

大
陸
法
系
諸
菌
・
・



著作者人

表4 制限規定の主な基準等

各 iij:作者人格権J (公)公表権(氏}氏名 1~fJ;t1WìlJ)-r~J .性保持機(修)修正機

(j，故)-lMliiJ権(ア)ーアクセス権(廃)一機紫通知受話権(名)名営権

格権
')!j:作物 1立・ 1与作物が特定化されていないことを語、す
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を
定
め
、
統
制
作
物
の
変
廷
を
認
め
て
い
る
諸
国
は
、
ア
メ
リ
カ
(
⑧
著

作
物
一
般
/
時
の
経
過
、
材
料
の
倒
有
の
性
質
、
保
存
え
は
公
開
に
よ

る
変
化
)
、
カ
ナ
ダ
(
⑧
著
作
物
一
般
/
設
撹
場
所
、
陳
列
仙
寺
に
お
け

る
変
化
、
修
復
又
は
保
存
の
た
め
の
措
慌
て
チ
リ
(
⑥
清
作
物
一
般

/
芸
術
的
な
倣
偵
を
変
容
、
削
減
す
る
損
山
討
を
受
け
た
持
作
物
の
傑
作
、

再
建
等
)
で
あ
る

L

こ
の
規
定
は
、
特
に
美
術
館
等
を
配
慮
し
た
も
の

ヨ加

と
さ
れ
て
い
る
c

保
作
、
修
復
等
は
、
英
米
法
系
諸
国
に
よ
り
多
く
隊
問
さ
れ
て
い
る

恭
準
で
あ
る
c
大
際
法
系
諸
国
の
な
か
で
、
こ
の
恭
準
を
用
い
る
関
は
、

ア
メ
リ
カ
大
限
の
周
辺
に
位
置
す
る
チ
リ
の
み
で
あ
る
。

同
著
作
物
の
完
成
(
大
陸
法
系
諸
国
・
・
五
か
国
)

悦
総
覚
持
作
物
の
抗
日
作
者
人
格
権
に
、
「
著
作
物
の
完
成
」
を
基
準

に
、
「
者
作
者
人
神
的
権
は
、
完
成
版
に
つ
い
て
の
み
行
使
で
き
る
」
と

定
め
て
い
る
諸
問
は
、
ア
ン
ド
ラ
(
氏
名
表
示
様
、
同
一
一
性
保
持
権
)
、

ベ
ル
ギ
ー
(
公
表
権
、
氏
名
表
示
機
、
附
一
性
保
持
機
)
、
フ
ラ
ン
ス

(
氏
名
寿
命
小
権
、
問

A

性
保
持
機
)
、
ス
ペ
イ
ン
(
公
衣
権
、
氏
名
表

ぷ
様
、
同
一
性
保
持
権
、
撤
凶
権
、
ア
ク
セ
ス
権
)
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
(
監

皆
様
て
で
あ
る
。

「
紘
制
作
物
の
完
成
」
は
、
大
隊
法
系
諸
国
に
特
有
の
基
準
で
あ
る
。

(5) 

か
重
大
な
侵
害
u

(
大
陸
法
系
諸
国
・
・
一
一
一
か
国
)

一五

O

間
一
切
保
持
権
に
、
が
最
大
な
佼
山
?
を
恭
泳
中
に
し
た
制
限
規
定
を

定
め
、
若
作
物
の
変
兇
を
認
め
て
い
る
諸
凶
は
、
牒
凶
(
〈
仙
〉
建
築
物

小
〉
教
育
日
的
等
の
著
作
物
⑧
著
作
物
一
般
/
本
質
的
な
内
山
げ
の
変

誕
二
ス
イ
ス
(
皆
怨
築
物
/
人
絡
を
佼
や
訂
す
る
改
変
)
、
ド
イ
ツ
(
④

視
総
党
認
作
物
/
著
し
い
改
変
そ
の
他
の
著
し
い
佼
公
開
)
で
あ
る
の

同
著
作
者
以
外
へ
の
権
利
の
帰
属
(
大
陸
法
系
諸
国
・
ム
ニ
か
鹿
)

公
衣
線
、
氏
名
表
一
.
小
機
、
同
向
性
保
持
機
を
「
著
作
持
以
外
の
者
に

帰
泌
」
さ
せ
る
と
す
る
規
定
は
、
中
間
(
公
表
権
、
同
一
性
保
持
機
)
、

オ
ー
ス
ト
リ
ア
(
氏
名
表
示
機
、
向
性
保
持
権
)
、
ベ
ト
ナ
ム
(
八
ム

衣
権
)
が
定
め
て
い
る
。

大
際
法
系
諸
問
で
あ
る
小
田
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
が
、
「
著
作
殺
人
格

権
」
を
名
作
苫
で
は
な
く
、
製
作
者
や
雇
用
者
に
婦
同
き
せ
て
い
る
こ

と
は
、
注
目
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
の

川
信
義
(
誠
実
)
(
大
陸
法
系
諸
国
・
・
こ
か
毘
)

同
一
一
性
保
持
権
に
、
「
信
義
(
誠
実
こ
を
基
準
に
し
た
制
限
規
定
を

定
め
、
拡
制
作
物
の
変
更
を
認
め
て
い
る
諸
国
は
、
オ
ラ
ン
ダ
(
③
表
作

物
一
般
/
信
義
)
、
ド
イ
ツ
(
③
著
作
物
一
般
/
「
信
義
誠
実
)
)
で
あ

る。
「
信
義
(
誠
実
こ
は
、
大
陸
法
系
諸
国
に
特
有
の
基
準
で
あ
る
。



同
合
理
性
(
英
米
法
系
諸
国
・
・
こ
か
国
)

時
二
位
保
持
権
の
制
限
規
定
に
、
「
合
理
性
」
を
基
準
に
制
限
規
定

を
定
め
、
著
作
物
の
変
更
を
認
め
て
い
る
諸
問
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
(
⑧

著
作
物
一
般
/
合
期
的
恭
準
)
、
マ
レ
ー
シ
ア
(
⑧
著
作
物
一
般
/
合

理
的
)
で
あ
る
。
カ
ナ
ダ
も
、
氏
名
表
示
権
の
定
義
条
文
に
「
合
理
的

~引

な
状
況
に
お
け
る
」
と
の
制
限
要
件
を
採
用
し
て
い
た
が
、
「
合
理
性
」

F

お
)

は
、
英
米
法
系
諸
国
に
共
通
し
て
用
い
ら
れ
る
基
準
で
あ
る
。
(
も
っ

と
も
、
大
隊
法
系
諸
国
に
属
す
る
オ
ラ
ン
ダ
の
氏
名
表
示
権
、
同
一
性

保
持
機
の
定
義
条
文
も
、
「
合
理
性
」
の
落
機
(
「
変
更
へ
の
反
対
が
不

{お戸

合
理
な
場
合
を
除
き
」
)
を
採
用
し
て
い
る
)

同
公
表
同
意
の
推
定
等
(
大
陸
法
系
諸
国
・
・
こ
か
国
)

公
衣
権
の
制
限
規
定
に
、
「
八
ム
衣
同
意
の
推
定
や
公
表
の
み
な
し
規

定
の
子
法
」
を
別
い
る
諸
国
は
、
韓
関
(
①
建
築
物
⑥
美
術
及
び
写
真

の
著
作
物
ゆ
著
作
物
一
般
/
公
表
同
意
の
推
定
等
)
及
び
日
本
(
④
悦

聴
覚
諾
作
物
⑤
発
術
及
び
写
真
の
著
作
物
⑥
著
作
物
一
般
/
公
表
同
窓

の
推
定
)
で
あ
る
。

未
公
表
の
建
築
、
美
術
、
写
真
の
著
作
物
に
は
、
「
原
作
品
譲
渡
」

に
よ
る
公
表
同
窓
の
推
定
(
韓
国
)

未
公
表
の
美
術
、
写
真
の
著
作
物
に
は
、
「
原
作
品
談
波
」
に
よ
る

公
表
同
意
の
推
定
(
日
本
)

映
画
に
は
、
「
著
作
権
の
映
断
製
作
者
へ
の
帰
印
刷
」
に
よ
る
公
表
同

著
作
者
人
格
権
に
関
す
る
一
考

L

祭
(
そ
の
一
一
一
)
(
一
戸
波

意
の
推
定
(
日
本
)

未
公
表
著
作
物
一
般
に
つ
い
て
は
、

「
著
作
権
譲
波
又
は
利
用
許
諾
」
に
よ
る
公
表
同
意
の
推
定
(
韓
国
)

「
著
作
権
譲
渡
」
に
よ
る
公
表
同
意
の
推
定
(
日
本
)

原
著
作
物
一
般
に
つ
い
て
は
、
「
原
著
作
者
の
同
意
を
受
け
て
作
成

さ
れ
た
二
次
的
著
作
物
、
又
は
編
集
著
作
物
の
公
表
」
を
原
著
作
物
の

公
表
と
み
な
す
規
定
(
韓
関
)

が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

著
作
者
に
よ
る
原
作
品
の
談
波
や
、
説
制
作
権
の
譲
波
は
、
著
作
者
が

窓
忠
を
も
っ
て
な
す
積
極
的
な
行
為
で
あ
り
、
著
作
者
に
よ
る
公
夫
へ

の
同
意
は
、
明
ら
か
で
あ
る
と
い
え
よ
う
の
む
し
ろ
「
未
公
表
著
作
物

の
著
作
権
を
議
渡
し
て
お
き
な
が
ら
、
譲
受
人
が
い
ざ
そ
の
著
作
権
を

行
使
す
る
段
に
な
る
と
、
著
作
者
が
公
表
権
を
行
使
す
る
と
い
う
の
で

は
箸
作
権
譲
渡
は
意
味
を
な
さ
な
い
」
と
さ
れ
る
od

し
か
し
、
韓
国
の
定
め
る
一
次
的
、
編
集
著
作
物
へ
の
利
則
許
諾
を
、

原
著
作
物
の
公
表
同
窓
と
み
な
す
規
定
に
つ
い
て
は
、
利
用
許
諾
の
対

象
モ
あ
る
二
次
的
、
編
集
著
作
物
と
、
公
表
同
意
の
対
象
で
あ
る
原
著

作
物
と
は
、
異
な
っ
た
著
作
物
で
あ
り
、
綴
訳
の
よ
う
な

a

a

次
的
著
作

物
を
除
き
、
な
お
検
討
の
余
地
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。

峡
阿
の
「
表
作
権
の
映
両
製
作
者
へ
の
帰
属
」
に
よ
る
公
表
同
訟
の

推
定
規
定
に
つ
い
て
も
、
著
作
者
の
窓
思
は
明
確
に
は
撚
定
さ
れ
な
い

と
し
て
、
規
定
を
設
け
た
こ
と
へ
の
上
述
の
よ
う
な
疑
問
が
提
示
さ
れ
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て
い
る
。

こ
の
他
、
共
通
し
て
採
用
さ
れ
て
は
い
な
い
た
め
、
(
表
4
)
に
は

掲
げ
て
い
な
い
基
準
に
、
イ
ギ
リ
ス
の
定
め
る
氏
名
表
示
権
の
「
主
張

の
要
件
と
し
て
の
証
書
へ
の
記
載
規
定
」

4
0
一
二
条
一
)
や
、
ス
イ
ス

の
定
め
る
同
一
性
保
持
権
の
「
パ
ロ
デ
ィ
規
定
」
基
準
が
あ
る
。

イ
ギ
リ
ス
は
、
氏
名
表
一
ぶ
権
を
主
張
す
る
要
件
と
し
て
、
託
議
へ
の

記
載
を
求
め
て
い
る
。
予
め
著
作
者
に
権
利
主
張
を
明
記
さ
せ
る
こ
の

要
件
に
つ
い
て
は
、
権
利
行
使
に
い
か
な
る
方
式
の
履
行
も
求
め
な
い

ベ
ル
ヌ
条
約
の
無
方
式
主
義
(
ベ
ル
ヌ
条
約
五
条
二
)
に
違
反
す
る
と

山甜一

批
判
さ
れ
て
い
る
。

ス
イ
ス
(
一
一
条
)
は
、
「
著
作
者
人
総
権
」
の
項
目
に
、
「
既
存
の

著
作
物
を
、
パ
ロ
デ
ィ
又
は
そ
れ
に
匹
敵
す
る
著
作
物
の
変
更
物
の
作

成
の
た
め
に
利
用
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
」
と
定
め
て
い
る
。
こ
れ
は
、

「
著
作
者
は
、
政
治
的
、
文
化
的
な
関
心
を
も
っ
て
、
パ
ロ
デ
ィ
や
そ

れ
に
限
敵
す
る
変
更
物
(
風
刺
、
も
じ
り
)
を
創
作
す
る
に
は
、
水
誠

司
袖
山
V

を
得
る
必
要
は
な
い
」
と
解
さ
れ
る
規
定
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
ベ

ル
ギ
ー
、
フ
ラ
ン
ス
、
ス
ペ
イ
ン
、
ス
ロ
ヴ
エ
ニ
ア
等
は
、
著
作
権
の

項
目
(
「
著
作
権
の
例
外
」
(
ベ
ル
ギ
ー
コ
二
条
六
九
「
著
作
権
の
制
限
」

(
フ
ラ
ン
ス
二
一
二
条
五
、
ス
ペ
イ
ン
三
九
条
)
、
「
著
作
権
の
自
由
利

用
」
(
ス
ロ
ヴ
エ
ニ
ア
五
三
条
二
)
)
に
、
パ
ロ
デ
ィ
規
定
を
定
め
て
い

る
。
そ
し
て
、
制
限
要
件
(
「
該
当
す
る
ジ
ャ
ン
ル
の
き
ま
り
を
配
慮

す
る
ヒ
フ
ラ
ン
ス
)
、
「
誠
実
な
慣
行
を
配
慮
し
て
」
(
ベ
ル
ギ
ー
)
、
「
該

五

当
す
る
著
作
物
と
混
同
さ
れ
る
お
そ
れ
を
有
し
な
い
も
の
で
、
か
つ
原

著
作
物
ま
た
は
そ
の
著
作
者
に
損
害
を
も
た
ら
さ
な
い
と
き
」
(
ス
ペ

イ
ン
)
、
「
著
作
物
の
出
所
に
つ
い
て
誤
解
を
扱
く
、
あ
る
い
は
招
く
お

そ
れ
が
な
い
限
り
で
に
ス
ロ
ヴ
エ
ニ
ア
)
)
を
例
外
な
く
設
け
て
い
る
。

ス
イ
ス
は
、
こ
の
よ
う
な
制
限
要
件
を
設
け
て
お
ら
ず
、
上
述
の
解
釈

の
示
す
よ
う
に
、
文
-
一
江
口
上
何
側
め
て
広
範
な
パ
ロ
デ
ィ
に
よ
る
制
限
基
準

を
定
め
て
い
る
と
い
え
よ
、
つ
つ

以
上
、
諸
国
の
「
著
作
者
人
格
権
」
の
規
定
に
採
用
さ
れ
て
い
る
、
王

な
制
限
基
準
や
手
法
で
あ
る
、
比
較
か
ら
は
、
川
利
用
日
付
的
、
方
法
、

技
術
的
理
由
(
一

0
か
出
)
同
慣
行
(
問
か
同
)
川
保
存
、
修
復
等
(
一
一
一

か
国
)
同
著
作
物
の
完
成
(
五
か
国
)
山
川

H

震
大
な
侵
害
μ

(

一
一
一
か
国
)

川
若
作
者
以
外
へ
の
権
利
の
帰
属
さ
」
か
附
)
川
信
義
(
誠
実
)
(
・
一

か
国
)
川
合
理
性
(
二
か
悶
)
川
公
衣
同
意
の
推
定
等
〈
一
品
か
悶
)
を

検
討
し
た
c

こ
れ
ら
の
仲
本
準
や
手
法
は
、
英
米
法
系
諸
問
に
の
み
、
あ

る
い
は
英
米
法
系
諸
問
に
よ
り
多
く
制
限
察
さ
れ
る
も
の
、
大
陸
法
系
諸

国
に
の
み
、
あ
る
い
は
大
除
法
系
諮
問
に
よ
り
多
く
綴
祭
さ
れ
る
も
の
、

英
米
法
系
諸
国
と
大
陸
法
系
諸
国
に
共
通
に
観
察
さ
れ
る
も
の
に
、
廷

に
分
類
さ
れ
た
。

英
米
法
系
諸
問
に
の
み
、
あ
る
い
は
英
米
法
系
諸
国
に
よ
り
多
く
観

察
さ
れ
る
基
準
仙
寺
に
は
、
同
「
保
存
、
修
復
等
」
川
「
合
理
性
」
が
挙

げ
ら
れ
る
。



大
隊
法
系
諸
国
に
の
み
、
あ
る
い
は
大
際
法
系
諸
問
に
よ
り
多
く
観

察
さ
れ
る
基
準
時
抗
中
に
は
、
川
利
用
目
的
、
方
法
、
技
術
的
理
由
同
「
慣

行
」
川
「
著
作
物
の
完
成
」
川

H

重
大
な
侵
害
が
同
著
作
者
以
外
へ
の

権
利
の
帰
属
川
「
信
義
(
誠
実
)
」
川
公
表
向
意
の
推
定
等
が
挙
げ
ら

れ
る
。英

米
法
系
諸
問
が
「
合
理
性
」
の
基
準
を
重
視
し
、
大
陸
法
系
諸
問

が
「
信
義
(
誠
実
こ
の
築
準
を
重
視
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
各
々

の
法
思
潮
の
も
つ
文
化
的
な
基
盤
と
の
関
連
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き

る
か
も
し
れ
な
い
。

英
米
法
系
諸
問
と
大
陸
法
系
諸
問
に
共
通
し
て
鋭
祭
さ
れ
る
基
準
に

は
、
川
一
利
用
目
的
、
方
法
、
技
術
的
理
由
(
イ
ン
ド
、
南
ア
フ
リ
カ
、

フ
ィ
リ
ピ
ン
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
、
ノ

ル
ウ
ェ
ー
、
韓
問
、
日
本
、
ド
イ
ツ
)
、
川
慣
行
(
オ
ラ
ン
ダ
、
フ
ィ

リ
ピ
ン
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
日
本
、
)
、
同
保
存
・
修
復
等
(
ア
メ
リ
カ
、

カ
ナ
ダ
、
チ
リ
)
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
興
味
深
い
こ
と
は
、
こ

れ
ら
の
共
通
基
準
が
、
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
諮
問
(
イ
ン
ド
、
南
ア
フ

リ
カ
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
韓
関
、
日
本
)
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
の
周
辺
に

位
置
す
る
諸
問
(
オ
ラ
ン
ダ
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
、
ノ

ル
ウ
ェ
ー
)
、
ア
メ
リ
カ
大
陸
の
周
辺
に
位
置
す
る
諸
岡
(
カ
ナ
ダ
、

チ
リ
)
に
広
く
散
在
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
諸
問
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
の
周
辺
や
、
ア
メ
リ

カ
大
隊
の
周
辺
に
位
置
す
る
諮
問
に
、
共
通
の
制
限
蒸
準
が
広
く
散
在

著
作
者
人
格
権
に
関
す
る
一
考
察
(
そ
の
主
)
(
一
戸
波
)

し
て
い
る
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
諸
国
の
涼
制
に
着
目
す
る
こ
と
に
、
「
著

作
者
人
格
権
」
の
ハ

l
モ
ナ
イ
ゼ

1
シ
ヨ
ン
を
導
く
具
体
的
、
現
実
的

な
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
、
示
唆
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
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3
)

仙
川
稿
筑
波
法
政
策
ゴ
バ
ザ
二
二
頁
の
表
参
照
。
も
っ
と
も
、
フ
ィ
ン

ラ
ン
ド
荷
作
権
法
が
ア
ク
セ
ス
権
を
追
加
す
る
改
正
を
し
た
こ
と
な
ど
か

ら
、
凶
名
の
順
仙
寺
は
お
T
異
な
っ
て
い
る
(
表
1
参
照
)

C

F
4
)

廃
棄
通
知
受
諾
機
(
仮
称
)
は
、
本
稿
以
降
、
臨
時
棄
通
知
受
理
権
と
記
す

こ
と
に
す
る
(
表
1
参
照
)
。

(5)

∞
2
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。
。
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Z
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。
。
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H
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己
中
斗
由
(
表

2
参
抱
一
)

O

(
6
)

ド
イ
ツ
蛇
制
作
権
法
六
二
条
は
「
車
制
作
権
の
制
限
」
の
項
目
に
あ
る
が
、

元
論
に
基
づ
く
頃
日
分
け
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
本
論
文
で
は
「
著
作
者
人
格

権
」
の
制
限
規
定
に
分
類
し
て
い
る
の
分
類
に
際
し
て
は
、
の
色
。
吋
忌

Sa

g
z
-
E
Z
E
E。
ロ
包
。
。
3
2
m
z
v虫
司
自
ι
p
m
o
t
s
の
の
め
司
自
富
山
『

の
分
類
方
法
を
参
考
に
し
た
。
(
表
3
参
照
)
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